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（２）地域気候変動適応計画策定状況
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第1章 調査の概要
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

１．調査対象・回答状況

第1章 調査の概要

◼調査対象

⚫ 都道府県及び市区町村1,788団体及び地方公共団体の組合（一部事務組合及び広域連合）1,508団

体の合計3,296団体を調査の対象とした。

◼回答状況

⚫ 今年度調査では、調査対象3,296団体のうち3,112団体（回答率94.4%）から回答を得た。都道府県及び

市区町村については全1,788団体中1,683団体から回答を得た。うち、LAPSSによる回答ができず、電子メール

又は郵送により調査票を回収した団体数は17団体（電子メール：15団体、郵送：2団体）であった。

対象団体数 回答団体数 回答率

都道府県 47 47 100.0%

政令指定都市 20 20 100.0%

中核市 62 62 100.0%

施行時特例市 23 23 100.0%

その他人口１０万人以上の市区町村 176 175 99.4%

人口３万人以上１０万人未満の市区町村 483 469 97.1%

人口１万人以上３万人未満の市町村 453 430 94.9%

人口１万人未満の市町村 524 457 87.2%

地方公共団体の組合 1,508 1,429 94.8%

計 3,296 3,112 94.4%
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

２．概要版の位置づけ

第1章 調査の概要

◼報告書（概要版）では、事務事業編及び区域施策編のPDCAサイクルにおける取組内容や各団体が抱える課

題傾向を簡潔に整理し、今後必要となる支援策を検討することを目的に、特に「令和5年度地方公共団体におけ

る地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」設問の中でも、PDCAサイクル推進のポイントとなる設問、

また今後の政府支援策の検討に資する設問に係る調査結果概要を掲載している。

◼報告書（本編）では、「令和5年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調

査」の全設問の調査結果を掲載している。本編では、事務事業編及び区域施策編のPDCAサイクルにおける取組、

課題の実態やその他地球温暖化対策に関する取組実態に係る詳細について整理している。設問別の集計・分析

結果詳細については報告書（本編）を参照されたい。

◼なお、本報告書中では以下の略称を用いる。

報告書内で用いる略称

用語 略称

地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査 施行状況調査
※年度間で回答を比較する際には「令和●年度調査」と表記。

地方公共団体実行計画（事務事業編） 事務事業編

地方公共団体実行計画（区域施策編） 区域施策編

市町村による促進区域の設定に関する都道府県基準 都道府県基準

地域脱炭素化促進事業の対象となる区域 促進区域

再生可能エネルギー 再エネ

ゼロカーボンシティ ZCC
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

３．分析結果についての留意点

第1章 調査の概要

◼本調査結果の図表は、回答数又は団体数の構成比及び割合（百分率）で表すこととした。

◼なお、設問ごとに回答対象団体が異なる、もしくは記入漏れ等による未回答団体があるため、設問によって回答団

体数が異なる点留意されたい。

◼構成比及び割合は、小数点第２位以下を四捨五入し、小数点第１位までの値で表記しているため、全ての値の

合計が100％にならないことがある。

◼人口規模については、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和5年1月1日現在）を参照した。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

地方区分は、2パターンで整理

第1章 調査の概要

◼環境省地方環境事務所の管轄地域に基づき地域区分を設定。

⚫ 福島地方環境事務所が管轄する福島県は東北地方に包含。

◼関口武による気象台所在地の区分を都道府県ベースで再分類した気候区分を設定。

環境省地方環境事務所管轄地域区分

区分 都道府県

北海道 北海道

東北 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県

関東
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神
奈川県、新潟県、山梨県、静岡県

中部
富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三
重県

近畿 滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県

中国・四国
岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳
島県、愛媛県、高知県

九州
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿
児島県、沖縄県

出所）環境省ウェブサイト「地方環境事務所とは（管轄地域）」https://www.env.go.jp/region/about/a_3.html

関口武：日本の気候区分、東京教育大学地理学研究 報告 pp65～78 東京教育大学理学部地理学研究室 1959

気候区分

区分 都道府県

日本海型
北海道、青森県、秋田県、山形県、富山県、石川県、福
井県、滋賀県、鳥取県、島根県

東日本型
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐
阜県、愛知県、三重県

瀬戸内型
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、
広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、大分県

九州型 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県

南海型 静岡県、高知県、宮崎県

南日本型 沖縄県

https://www.env.go.jp/region/about/a_3.html
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第2章 施行状況調査結果の概要
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

地方公共団体実行計画制度の施行状況

調査結果サマリ

◼事務事業編

⚫ 都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市は全て策定。その他市町村は92.0％、地方公共団体の組合は41.9％が策定。

◼区域施策編

⚫ 策定義務のある団体（都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市）は全て策定。策定義務のない団体も含む地方公

共団体全体の策定率は40.7％。

団体区分 対象団体数
事務事業編 区域施策編

策定団体数 策定率 策定団体数 策定率

都道府県 47 47 100% 47 100%

政令指定都市 20 20 100% 20 100%

中核市 62 62 100% 62 100%

施行時特例市 23 23 100% 23 100%

その他人口１０万人以上の市区町村 176 176 100% 142 80.7%

人口３万人以上１０万人未満の市区町村 483 479 99.2% 234 48.4%

人口１万人以上３万人未満の市町村 453 425 93.8% 108 23.8%

人口１万人未満の市町村 524 425 81.1% 91 17.4%

その他市区町村計
（政令指定都市、中核市、施行時特例市除く）

1,636 1,505 92.0% 575 35.1%

計（都道府県＋市区町村） 1,788 1,657 92.7% 727 40.7%

地方公共団体の組合 1,508 632 41.9%

計 3,296 2,289 69.4%

令和5年10月1日現在の地方公共団体実行計画制度の施行状況

*今年度調査の回答を未提出の団体については、昨年度の回答内容から策定状況を引用。うち、改訂・策定を2021年度あるいは2022年度に予定していた団体に対しては架電し

更新状況を確認した。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

その他地球温暖化対策に関する事項３．

区域施策に関する事項２．

事務事業に関する事項１．
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

実行計画（事務事業編）の策定・改定状況 【Q1-1(1)】

（１）実行計画（事務事業編）の策定・改定状況 ①令和5年10月1日現在の事務事業編の策定・改定状況

◼ 実行計画（事務事業編）策定済団体数は昨年度調査での2,215団体から2,289団体に増加。

◼ 事務事業編について、“未策定かつ策定予定なし“の団体数は令和4年度調査の761団体（23.1%）から735団体（22.3%）と

減少しており、未策定団体においても、今後の計画策定に向けた具体的な動きが進んできているものと想定される。

令和5年10月1日現在の事務事業編の策定・改定状況

35.7%

53.2%

60.0%

69.4%

69.6%

72.2%

62.7%

50.6%

30.0%

17.5%

19.4%

44.7%

40.0%

25.8%

21.7%

22.2%

24.8%

23.2%

22.3%

13.8%

8.7%

17.2%

19.8% 9.0% 8.4%

13.3%

22.3%

10.5%

44.7%

8.2%
4.2%

10.2%全体(N=3,293)

2.1%都道府県(N=47)

0.0%政令指定都市(N=20)

4.8%中核市(N=62)

施行時特例市(N=23)

0.0%
5.7%

人口10万人以上で、上記以外の

市区町村(N=176)

0.8%
0.6%

11.0%人口3万人以上10万人未満の

市区町村(N=483)

1.5%
4.6%

2.9%人口1万人以上3万人未満の

市町村(N=453)

人口1万人未満の市町村(N=524)

5.0%
5.6%

地方公共団体の組合(N=1,505)

23.1%

(761)

9.6%

(315)

5.1% (168)

10.9%

(359)

15.8%

(521)

35.5%

(1,167)

令和4年度調査

(n=3,291)

22.3%

(735)

8.2%

(269)

4.2% (139)

10.2%

(336)

19.4%

(638)

35.7%

(1,176)

令和5年度調査

(n=3,293)

*令和4年度調査においては、2022年12月1日時点の回答

*令和5年度調査において未回答の団体については、令和4年度調査の回答内容を反映

現在、計画期間中であり、2023年10月1日以降に改定する予定がある

現在、計画期間中であり、2023年10月1日以降に改定する予定はない

既に計画期間を経過しており、2023年10月1日以降に改定する予定がある

既に計画期間を経過しているが、2023年10月1日以降に改定する予定はない

過去に一度も策定したことがないが、2023年10月1日以降に策定する予定がある

過去に一度も策定したことがなく、2023年10月1日以降も策定する予定はない
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

実行計画（事務事業編）の策定・改定状況 【Q1-1(1)】

（１）実行計画（事務事業編）の策定・改定状況 ①令和5年10月1日現在の事務事業編の策定・改定状況

◼ 事務事業編の策定・改定状況について、全体と基礎自治体のみ、ゼロカーボンシティ（ZCC）表明団体*とを比較すると、ZCC表明

をしている団体ほど未策定の割合が低く、計画期間が経過していても改定の予定がある団体の割合が高い。

令和5年10月1日現在の事務事業編の策定・改定状況

35.7%

51.0%

58.8%

19.4%

24.1%

25.5%

10.2%

14.0%

12.2%

4.2% 8.2%

3.9%

22.3%

1.0%

全体(N=3,293)

3.5%3.5%

都道府県・市町村のみ(N=1788)

1.4%

ZCC表明団体(N=992)

1.1%

現在、計画期間中であり、2023年10月1日以降に改定する予定がある

現在、計画期間中であり、2023年10月1日以降に改定する予定はない

既に計画期間を経過しており、2023年10月1日以降に改定する予定がある

既に計画期間を経過しているが、2023年10月1日以降に改定する予定はない

過去に一度も策定したことがないが、2023年10月1日以降に策定する予定がある

過去に一度も策定したことがなく、2023年10月1日以降も策定する予定はない

*令和5年10月1日時点でゼロカーボンシティ（ZCC）を表明している団体を対象としている。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

事務事業編が未策定又は計画期間を過ぎていても未策定・未改定の理由 【Q1-1(3)】

（１）実行計画（事務事業編）の策定・改定状況 ②事務事業編の策定・改定の障壁・課題

◼ 未策定・未改定団体における主な課題は人員不足、対策に関する専門知識の不足となっており、これらに係る支援ニーズも高い。

⚫ 人員不足については、特に小規模団体において計画を策定・改定するための人員が不足しており、計画策定業務に手が回らない等の現状が想定

される。雛型提供等による計画策定業務の簡素化支援、計画間で共通する要素の整理等が求められている。

◼ 小規模団体や組合においては、実行計画に関する知見を有する職員が不在で、実行計画策定に向けた基礎知識が不足している

と想定される。

0

20

40

60

80

100
100.0%

28.6%

57.1%

14.3%

42.9%

0.0%

14.3%

94.4%

36.1%

75.0%

27.8%
25.0%

5.6% 5.6%

93.9%

44.3%

人口3万人以上10万人未満の市町村(N=7)

38.3%

32.2%

3.5%
0.0%

人口1万人以上3万人未満の市町村(N=36)

2.6%

60.0%

25.9%

44.9%

19.5%
16.1%

1.1%

26.6%

15.2%

0.0%

0.0%

人口1万人未満の市町村(N=115) 地方公共団体の組合(N=881)

73.9%

[単位=%]

事務事業編が未策定又は計画期間を過ぎていても未策定・未改定の理由【団体区分別】

計画を策定・改定するための人員・体制が不足しているため

計画に盛り込む措置の予算等の確保が難しいため

地球温暖化対策に関する専門知識が不足しているため

これまでの実績の検証・評価ができていないため

他の業務と比較して優先度が低いため

他の部局・課室の協力が得られないため

構成団体の庁舎に入居しており、自ら管理・保有している施設・設備がないため（組合のみ）

その他
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

事務事業に係る温室効果ガス排出量 【Q1-6(2)】

（２）事務事業に係る温室効果ガス排出量

◼直近の点検年度排出量の基準年度比について、22.6%は「30%以上減少」と確認される。

⚫ 一方基準年度比で増加している団体も15.4%確認される。

22.6%

7.2%

9.5%

9.2%10.9%

9.9%

15.2%

15.4%

[n=1,538] 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0.1%

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.0%

0.4%

0.1%

0.1%

0.5%

0.6%

0.8%

1.8%

4.0%

17.5%

70.6%

3.4%

直近の点検年度排出量の基準年度比 事務事業編点検実施団体における直近の点検実施年度

[n=1,538]

減少（30%以上）

減少（25~30%未満）

減少（20~25%未満）

減少（15~20%未満）

減少（10~15%未満）

減少（5~10％未満）

減少（0~5%未満）

増加
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

政府実行計画に準じた目標設定 【Q1-2(2)】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ①政府実行計画に準じた目標設定

◼事務事業編に、政府実行計画に準じた措置を設定している団体は1割程度で、最も割合が高い「LED照明の導

入」は17.4%となっている。

◼すべての措置において、R4年度の割合を上回っている。

11.6%

(253)

88.4%

(1,933)

設定している 設定していない

[n=2,186 (団体)]

太陽光発電の最大限の導入

9.7%

(212)

90.3%

(1,974)

[n= 2,186 (団体)]

建築物における省エネルギー対策の徹底

13.4%

(294)

86.6%

(1,892)

電動車の導入

[n= 2,186 (団体)]

LED照明の導入 再エネ電力調達の推進

17.4%

(380)

82.6%

(1,806)

[n= 2,186(団体)] [n=2,186 (団体)]

詳細はp.25～ 詳細はp.50～ 詳細はp.56～

詳細はp.63～

8.7%

(190)

91.3%

(1,996)

R5 R5 R5

R5 R5

R4 R4 R4

R4 R4

7.1%

(120)

92.9%

(1,581)

[n=1,701 (団体)]

5.9%

(101)

94.1%

(1,600)

[n=1,701 (団体)]

9.3%

(158)

90.7%

(1,543)

[n=1,701 (団体)]

12.5%

(213)

87.5%

(1,496)

[n=1,709(団体)]

6.3%

(106)

93.7%

(1,581)

[n=1,687 (団体)]
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

政府実行計画に準じた目標設定 【Q1-2(2)】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ①政府実行計画に準じた目標設定

◼全体、基礎自治体のみ、ZCC表明団体を比較すると、ZCC表明をしている団体のほうが、それぞれの措置目標を設

定している割合が高い。

太陽光発電の最大限の導入【団体特性別】 建築物における省エネルギー対策の徹底【団体特性別】 電動車の導入【団体特性別】

LED照明の導入【団体特性別】 再エネ電力調達の推進【団体特性別】

88.4%

85.0%

80.7%

11.6%全体(N=2186)

15.0%都道府県・市町村のみ(N=1571)

ZCC表明団体(N=969) 19.3%

90.3%

87.3%

82.9%

9.7%全体(N=2186)

12.7%都道府県・市町村のみ(N=1571)

17.1%ZCC表明団体(N=969) 21.6%

86.6%

83.7%

78.4%

13.4%全体(N=2186)

16.3%都道府県・市町村のみ(N=1571)

ZCC表明団体(N=969)

22.6%

82.6%

81.9%

77.4%

17.4%全体(N=2186)

18.1%都道府県・市町村のみ(N=1571)

ZCC表明団体(N=969)

91.3%

88.7%

85.1%

8.7%全体(N=2186)

11.3%都道府県・市町村のみ(N=1571)

14.9%ZCC表明団体(N=969)

*2023年10月1日時点でゼロカーボンシティ（ZCC）を表明している団体を対象としている。なお、本調査に未回答の団体は集計に含めていないため、n数は必ずしも一致しない。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

再生可能エネルギー設備導入状況 【Q1-4(1)①】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ②太陽光発電の最大限の導入

◼太陽光発電設備の導入の取組状況としては、61.8%の団体が、太陽光発電設備を導入済みあるいは導入に向け

た検討を進めている。

⚫ 基礎自治体に限定すると、81.5%。

◼うち、太陽光発電設備を導入している団体は、54.6%（1,413団体）。設置可能な建築物（敷地を含む。）の

50%以上に太陽光発電設備を導入している団体は、0.5％（13団体）にとどまる。

太陽光発電設備の導入状況

*都道府県・市町村に加え、Q0-3(2)（組合における施設の保有有無）において「有り」を選択した組合の数

**複数選択が可能な設問のため、各回答の合計は100%にならない。

0

20

40

60

80

全団体（n=2,588*） 基礎自治体（n=1,683）

12.4% 12.3%

54.6%

0.5%

38.2%

18.1% 17.8%

72.4%

0.6%

18.5%

太陽光発電設備の導入に係る目標・導入方針を設定している

太陽光発電設備の導入に向けた、設置箇所の選定調査、地域との関係構築を行っている

一部の建築物（敷地を含む。）に太陽光発電設備を導入している

設置可能な建築物（敷地を含む。）の50%以上に太陽光発電設備を導入している

太陽光発電設備の導入に向けた検討はしていない
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

再生可能エネルギー設備導入状況 【Q1-4(1)①】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ②太陽光発電の最大限の導入

太陽光発電設備の導入状況

団体区分別

◼ 団体区分別にみると、施行時特例市以上は全団体が太陽光発電設備を導入済みあるいは導入に向けた検討を進めている。

◼ 太陽光発電設備を導入している団体は、人口10万人以上の市町村においては、9割を超える。

0

20

40

60

80

100

政令指定都市(n=20) 中核市(n=62) 施行時特例市(n=23) 人口10万人以上で

あって、政令指定都

市・中核市・施行時特

例市以外の(n=175)

人口3万人以上10万人

未満の市町村(n=469)

人口1万人以上3万人

未満の市町村(n=430)

人口1万人未満の市

町村(n=457)

地方公共団体の組合

（一部事務組合及び広

域連合）(n=905)

63.8%

63.8%

95.7%

0.0% 0.0%

75.0%

50.0%

95.0%

0.0% 0.0%

35.5%

29.0%

98.4%

0.0% 0.0%

52.2%

56.5%

100.0%

0.0% 0.0%

29.7%

25.1%

92.0%

0.6% 1.1%

18.8% 17.3%

83.2%

0.2%

7.7%

10.5% 13.0%

69.5%

都道府県(n=47)

20.2%

9.0% 10.5%

48.1%

0.7%1.2% 1.9% 2.0%

21.5%

0.3%

74.7%

40.9%

太陽光発電設備の導入に係る目標・導入方針を設定している

太陽光発電設備の導入に向けた、設置箇所の選定調査、地域との関係構築を行っている

一部の建築物（敷地を含む。）に太陽光発電設備を導入している

設置可能な建築物（敷地を含む。）の50%以上に太陽光発電設備を導入している

太陽光発電設備の導入に向けた検討はしていない

*複数選択が可能な設問のため、各回答の合計は100%にならない。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

再生可能エネルギー設備導入状況 【Q1-4(1)①】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ②太陽光発電の最大限の導入

太陽光発電設備の導入状況

地域区分別（基礎自治体のみ）

◼ 地域区分別にみると、太陽光発電設備を導入済みあるいは導入に向けた検討を進めている団体が占める割合は、関東

（88.1%）、中部（85.8%）で高く、北海道（60.1%）で低い。

◼ 太陽光発電設備を導入している団体は、関東地方においては8割を超えるが、北海道においては4割程度にとどまる。

0

20

40

60

80

100

関東(n=404) 中部(n=240) 近畿(n=194) 中国・四国(n=201) 九州(n=258)

13.5%

17.8%

44.2%

0.0%

39.9%

10.8% 9.4%

74.4%

1.3%

21.5%
22.0%

19.3%

82.7%

0.0%

11.9%

17.9% 21.3%

75.4%

0.4%

14.2%
19.1%

13.4%

77.3%

0.0%

17.0%

21.9%

北海道(n=163)

72.6%

1.5%

14.4%

17.8%23.9%

65.5%

1.2%

21.3%

東北(n=223)

18.2%

太陽光発電設備の導入に係る目標・導入方針を設定している

太陽光発電設備の導入に向けた、設置箇所の選定調査、地域との関係構築を行っている

一部の建築物（敷地を含む。）に太陽光発電設備を導入している

設置可能な建築物（敷地を含む。）の50%以上に太陽光発電設備を導入している

太陽光発電設備の導入に向けた検討はしていない

*複数選択が可能な設問のため、各回答の合計は100%にならない。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

公共施設における太陽光発電設備容量実績 【Q1-4(1)②】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ②太陽光発電の最大限の導入／⑤再生可能エネルギー電力調達の推進

◼公共施設（建築物及び建築物に付属する敷地）における太陽光発電設備容量実績（令和5年度に設置予定

分も含む）は853MWで、令和3年度までに設置済の設備容量724MWから17.8%増加。

公共施設における太陽光発電設備設置実績（設備容量）

724

853

令和3年度までに設置済 令和4・5年度までに設置済・設置予定

+17.8%

[単位：MW]
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

公共施設における太陽光発電設備容量実績（建築物） 【Q1-4(1)②】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ②太陽光発電の最大限の導入／⑤再生可能エネルギー電力調達の推進

◼ 自治体区分別の公共施設における太陽光発電設備設置実績は下記の通り。

太陽光発電設備設置建築物数（合計：28,554）

※令和3年度及び令和4・5年度までに設置済・設置予定分

3,550
3,886

2,765

557

4,019

5,795

4,126

3,272

574

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

都道府県[n=47]

政令指定都市[n=20]

中核市[n=62]

施行時特例市[n=23]

人口１０万人以上で、上記以外の市区町村[n=174]

人口３万人以上１０万人未満の市区町村[n=469]

人口１万人以上３万人未満の市区町村[n=427]

人口１万人未満の市区町村[n=457]

地方公共団体の組合[n=902]

太陽光発電設備設置容量（建築物、MW）（合計：707）

112 111

83

20

92

153

50
45 41

0
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40
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140

160

（参考）保有総建築物数（合計：582,481）

123,508

64,440
69,318

14,530

72,914

120,870

63,753

42,989

10,159

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000
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140,000
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

公共施設における太陽光発電設備容量実績（敷地） 【Q1-4(1)②】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ②太陽光発電の最大限の導入／⑤再生可能エネルギー電力調達の推進

◼ 自治体区分別の公共施設における太陽光発電設備設置実績は下記の通り。

※令和4・5年度までに設置済・設置予定分

太陽光発電設備設置敷地数（合計：4,021） 太陽光発電設備設置容量（敷地、MW）（合計：146）

505

296
235

20

432

1,125

387 395

626

0

100

200

300

400

500

600

700
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900

1,000

1,100

1,200

都道府県[n=47]

政令指定都市[n=20]

中核市[n=62]

施行時特例市[n=23]

人口１０万人以上で、上記以外の市区町村[n=174]

人口３万人以上１０万人未満の市区町村[n=469]

人口１万人以上３万人未満の市区町村[n=427]

人口１万人未満の市区町村[n=457]

地方公共団体の組合[n=902]

25 24
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2

8

24

11

14

27

0

5

10

15

20

25

30



24

令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

公共施設における太陽光発電設備容量実績 【Q1-4(1)②】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ②太陽光発電の最大限の導入

◼ 小中学校施設、行政施設、廃棄物処理施設における設備容量が大きい。

※施設分類ごとにn数は異なる。

982 1,478
477 133
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47,470

7,179 3,725 12,203

46,813
29,021 36,327

市
民
文
化
系
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社
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教
育
系
施
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設
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設
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支
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学
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設
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童
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祉
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設
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祉
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設
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療
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設
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設
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防
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公
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宅
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理
施
設

水
道
施
設

下
水
道
施
設

(単位：kW)

建
築
物
数

設
備
容
量

（R

5

設
置
予
定
含
む

）

施設分類別

公共施設における太陽光発電設備容量実績

66 81 44
102

463

21
62

140

26 6

119
36 10 43 48

88
31

敷
地
数
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

太陽光発電設備導入施設割合 【Q1-4(1)②】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ②太陽光発電の最大限の導入

社会教育

系施設

[n=19325]

0.3%

4.3%

社会体育

施設

[n=10286]

0.3%

3.9%

幼稚園施

設

[n=3220]

0.6%

10.4%

小中学校

施設

[n=69336]

0.2%

4.8%

特別支援

学校施設

[n=5220]

0.1%

3.2%

高等学校

施設

[n=25755]

0.5%

5.8%

児童福祉

施設

[n=13504]

0.5%

0.5%

5.4%

社会福祉

施設

[n=9016]

0.4%

4.4%

7.4%

医療施設

[n=2353]

0.9%

8.2%

行政施設

[n=18140]

0.4%

総計

[n=582481]

3.0%

消防施設

[n=17772]

0.2%

0.8%

2.2%

6.5%
1.0%

2.4%

公営住宅

[n=79773]

0.6%

市民文化

系施設

[n=13453]

6.1%

廃棄物処

理施設

[n=5415]

警察施設

[n=11890]

0.8%

1.4%

水道施設

[n=20072]

0.1%

6.9%

1.0%

下水道施

設

[n=12722]

0.1%

R4・5に設置済・予定

R3までに設置済

建築物数に対する太陽光発電設備導入建築物数割合【施設分類別】

施設分類別

◼ 回答団体における建築物数582,481施設において、令和3年度までに太陽光発電設備が導入されている建築物数割合は4.4%、令和4・5年度に新たに

設置済・設置予定の建築物数割合は0.5%。

◼ 建築物数に対する太陽光発電設備導入建築物数割合を施設分類別にみると、小中学校施設では10%以上となっており、設備導入が進んでいるといえ

る。

◼ その他、行政施設、医療施設、社会教育系施設、廃棄物処理施設、市民文化系施設における導入割合が高い。

総計
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

再生可能エネルギー導入状況【Q1-4(1)④】公有地における太陽光発電設備設置状況

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ②太陽光発電の最大限の導入

◼公有地における太陽光発電設備の設置箇所数は令和3年度までに設置されていたものから、令和5年度までで

14.8%増加している。設備容量も、6.6%増加している。

太陽光発電発電設備を導入している公有地の箇所数とその設備容量

(n=664[団体]) (n=802[団体])

※n数は0より大きい回答のあった団体数

（箇所） （kW）

3,720

4,272

0

2,000

4,000

6,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000
4,344

令和3年度までに設置

4,632

令和5年度までに設置

+14.8%

+6.6%

設備容量

設置箇所数
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

太陽光発電以外の再生可能エネルギー導入状況 【Q1-4(1)⑤】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ⑤再生可能エネルギー電力調達の推進

◼バイオマス熱利用を導入している建築物が多く、ついで太陽熱利用をしている建築物が多い。

⚫ 一方で設備容量は廃棄物発電が多くなっており、バイオマス熱利用は小規模な設備、廃棄物発電は大規模な設備が多いこ

とがわかる。

14

161

バイオマ

ス発電

(n=98)

23

415

廃棄物発

電(n=236)

13

497

太陽熱利

用(n=131)

14

224

地中熱利

用(n=125)

15

633

バイオマス

熱利用

(n=127)

10

142

廃棄物

熱利用

(n=105)

175

438

510

238

648

152

再エネを導入している建築物数

R4・5年度

R3年度まで

再エネの設備容量・設備性能

再エネ

設備等

設備容量・設備性能の合計値

R3年度までに設置
R4・R5年度に設置済・

予定

電
気
系

バイオマス発電 95,371.9 kW 4,330.5 kW

廃棄物発電 64,559,928.5 kW 1,723,690.0 kW

熱
系

太陽熱利用 42,415.0 ㎡ 679.2 ㎡

地中熱利用 817,703.4 MJ/h 3,647.8 MJ/h

バイオマス熱利用 674,706.7 MJ/h 9,392.4 MJ/h

廃棄物熱利用 19,052,039.8 MJ/h 22,017.4 MJ/h

※R5調査に未回答の場合、R4調査における回答結果を充当
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

太陽光発電以外の再生可能エネルギー導入状況 【Q1-4(1)⑤】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ⑤再生可能エネルギー電力調達の推進

◼再エネ導入済設備容量の団体区分別内訳をみると、廃棄物熱利用は組合における導入率が高い。

◼地中熱利用は人口3万人以上10万人未満の市区町村における導入率が高い。

再エネ導入済設備容量_団体区分別内訳

団体区分
バイオマス発電

（kW）

廃棄物発電

（kW）

太陽熱利用

（㎡）

地中熱利用

（MJ/h）

バイオマス熱利用

（MJ/h）

廃棄物熱利用

（MJ/h）

計 99,702 66,283,618 43,094 821,351 684,099 19,074,057

都道府県 15.0% 0.0% 24.0% 8.4% 5.0% 0.1%

政令指定都市 26.0% 1.0% 22.9% 0.0% 7.4% 0.4%

中核市 8.1% 62.1% 9.0% 0.5% 7.0% 17.1%

施行時特例市 1.5% 0.1% 1.4% 0.0% 0.0% 0.4%

人口10万人以上で、上記以外の市町村 10.4% 35.3% 10.5% 33.8% 1.9% 12.5%

人口3万人以上10万人未満の市町村 13.8% 0.0% 18.9% 51.2% 12.9% 0.3%

人口1万人以上3万人未満の市町村 15.8% 0.2% 2.4% 4.2% 54.1% 0.0%

人口1万人未満の市町村 1.6% 0.0% 7.0% 1.8% 10.9% 0.0%

地方公共団体の組合 7.8% 1.3% 3.8% 0.1% 0.8% 69.2%
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

◼関東地方・中部地方では、いずれの種別における割合も高い傾向にある。

再生可能エネルギー導入状況 【Q1-4(1)⑤】太陽光発電以外の再生可能エネルギー

設備容量・設備性能

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ⑤再生可能エネルギー電力調達の推進

導入している再エネ別の設備容量・設備性能割合【環境省地方環境事務所管轄地域区分別】※基礎自治体のみ

5.0%

0.1%

7.6%

4.0%

8.6%

2.7%

14.9%

1.7%

35.8%

0.1%

41.5%

36.2%

26.9%

8.7%

42.2%

5.3%

0.2%

14.2%

50.7%

34.7%

49.8%

16.7%

15.2%

10.0%

5.1%

17.7%

62.6%

7.7%

33.8%

6.3%

1.3%

11.1%

13.5%

1.8%

0.3%

バイオマス発電

0.3%0.3%0.3%廃棄物発電

太陽熱利用

0.3%0.8%地中熱利用

2.8%バイオマス熱利用

1.3%廃棄物熱利用

91,921

65,450,196

41,450

820,748

678,694

5,868,044

北海道 東北 関東 中部 近畿 中国・四国 九州

86,909kW

11,146,600kW

40,915㎡

813,687MJ/h

892,867MJ/h

69,983,882MJ/h
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

ZEBの検討状況 【Q1-4(2)①】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ③建築物における省エネルギー対策の徹底

ZEBの各種認証を取得済の団体数・建築物数 【Q1-4(2)】（n=2,588）

◼都道府県・市町村および、施設を保有している組合においては、ZEB化に向けた検討・取組を実施していない団体

は80.6%となった。

公共建築物のZEB化に関する目標・方針等を設定している

公共建築物においてZEB化に向けた基本設計等に取り組んでいる

ZEBの各種認証（ZEB、Nearly ZEB、ZEB ready、ZEB Oriented）を

取得している建築物がある（施工中の建築物を含む）

ZEB化に向けた検討は行っていない

10.4%

8.3%

4.9%

80.6%

*都道府県・市町村に加え、Q0-3(2)（組合における施設の保有有無）において「有り」を選択した組合の数

N=269

N=214

N=126

N=2,086
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

ZEBの実現状況 【Q1-4(2)②】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ③建築物における省エネルギー対策の徹底

ZEBの各種認証を取得済の団体数・建築物数 【Q1-4(2)②】

ZEBを実現している建築物を有している団体数

ZEB認証取得建築物数*

◼ ZEBの各種認証を取得済の団体数は令和4年度調査の80団体から146団体へと増加（建築物数ベース*では195）。

◼認証種別に見ると、ZEB Readyが117と最も多い。

団体区分 団体数 %

都道府県 12 8.2%

政令指定都市 10 6.8%

中核市 8 5.5%

施行時特例市 5 3.4%

人口１０万人以上で、上記以外の市区町村 23 15.8%

人口３万人以上１０万人未満の市区町村 42 28.8%

人口１万人以上３万人未満の市区町村 28 19.2%

人口１万人未満の市区町村 15 10.3%

地方公共団体の組合 3 2.1%

ZEBの各種認証を取得済の団体数・回答団体における割合

ZEBの各種認証別建築物数

認証区分 建築物数

ZEB 37

Nearly ZEB 28

ZEB Ready 117

ZEB Oriented 1380

団体

115

146
団体

195

令和4年度調査 令和5年度調査
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

一般公用車の電動車導入状況 【Q1-4(3)】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ④電動車の導入

種類 台数 割合

全公用車 235,363 -

電動車計 22,901 9.7%

電気自動車（EV） 4,075 1.7%

燃料電池自動車（FCV） 349 0.1%

プラグインハイブリッド自動車（PHV・PHEV） 889 0.4%

ハイブリッド自動車（HV） 17,588 7.5%

その他（ガソリン車、ディーゼル車等） 212,462 90.3%

一般公用車における電動車等の導入台数及び導入割合 一般公用車における電動車導入割合（種類別）

◼一般公用車*における電動車**導入割合は9.7%で、令和4年度調査の8.5%から1.2ポイント増加。

台数ベースでは22,901台で、同19,973台から14.7%増加。

⚫ 種類別内訳をみると、ハイブリッド自動車（HV）が7.5%、電気自動車（EV）が1.7％となっている。

15,978
17,588

3,033

4,075

8.5

9.7

0

3

6

9

12

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

台 %

669

293

令和4年度調査

889

349

令和5年度調査

19,973

22,901

燃料電池自動車(FCV)

電気自動車(EV)

プラグインハイブリッド自動車（PHEV)

ハイブリッド自動車（HV）

公用車における電動者割合

*通常の行政事務の用に供する乗用自動車（乗車定員10名以下のものに限る。）であって、普通自動車・小型自動車および軽自動車であるものをいう。消防車、救急車、パトカー等の特種用途車は対象外とする。

**電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）、プラグインハイブリッド自動車（PHEV）、ハイブリッド自動車（HV）を対象とする。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

一般公用車の電動車導入状況 【Q1-4(3)】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ④電動車の導入

◼都道府県、政令指定都市では、公用車の10%以上が電動車化。

◼地域区分別にみると、関東（12.9%）、北海道（11.7%）の電動車割合が高い。

一般公用車における電動車導入割合（％）

団体区分別 地域区分別

15.7%

16.4%

6.0%

6.6%

8.4%

7.0%

8.1%

9.2%

8.4%

都道府県(n=47)

政令指定都市(n=20)

中核市(n=62)

施行時特例市(n=23)

人口１０万人以上で、上記以外の

市区町村(n=176)

人口３万人以上１０万人未満の

市区町村(n=486)

人口１万人以上３万人未満の

市区町村(n=436)

人口１万人未満の

市区町村(n=454)

地方公共団体の組合(n=1427)

11.7%

9.4%

12.9%

9.7%

8.0%

6.6%

7.7%

北海道(n=291)

東北(n=362)

関東(n=756)

中部(n=486)

近畿(n=376)

中国・四国(n=389)

九州(n=471)
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

一般公用車の電動車導入状況 【Q1-4(3)】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ④電動車の導入

一般公用車における電動車の導入台数割合（団体区分別・年度比較）

◼団体区分別に見ると、都道府県では3.1ポイント増と特に電動車の導入が進んでいる。

⚫ 前年度と比較すると、全団体区分において増加がみられる。

都道府県(N=47) 政令指定都

市(N=20)

中核市(N=62) 施行時特例

市(N=23)

人口10万人以

上で、

上記以外の市

区町村(N=179)

人口3万人以上10

万人未満の

市区町村(N=471)

人口1万人以上

3万人未満の

市町村(N=404)

人口1万人未満の

市町村(N=389)

地方公共団体の

組合(N=581)

12.5%

15.7%

14.0%

16.4%

5.4%
6.0%

4.8%

6.6%

7.6%
8.4%

6.3%
7.0% 7.3%

8.1% 8.5%
9.2%

7.4%
8.4%

R4

R5



35

令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

公共施設における再エネ由来電力メニューによる調達電力量【Q1-4(4)】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ⑤再生可能エネルギー電力調達の推進

◼ 公共施設において再エネ由来電力メニューによる電力調達を行っている団体の割合は21.4%で、令和4年度調査結果の16.0%より

5.4%増加。基礎自治体に限ると28.3%で、同22.1%から6.2%増加。

◼ 公共施設における全消費電力のうち再エネ由来電力が占める割合について、「0~40%」と回答している団体が最も多い。

「100%」と回答した団体も13団体確認される。

公共施設において再エネ由来電力メニューによる電力調達を行っている

団体割合 公共施設における再エネ由来電力メニューによる調達電力量割合

16.0%

21.4%

84.0%

78.6%

令和4年度調査結果

[n=3,002]

令和5年度調査結果

[n=3,112]

再エネ由来電力メニューによる電力調達を行っている

再エネ由来電力メニューによる電力調達を行っていない

全団体

基礎自治体

22.1%

28.3%

77.9%

71.7%

令和4年度調査結果

[n=1,576]

令和5年度調査結果

[n=1,683]

調達電力量割合 % 団体数

100% 0.4% 13

80%以上100％未満 0.6% 19

40%以上80％未満 1.9% 59

40%未満（0%を含まない） 18.5% 575

0%（不明含む） 78.6% 2,446
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

公共施設におけるLED照明の導入状況【Q1-4(4)①】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ⑤再生可能エネルギー電力調達の推進

◼ 公共施設におけるLED照明の導入あるいは検討を実施している団体は、81.8%（2,515団体）となった。

公共施設におけるLED照明の導入状況

0

20

40

60

80

全団体（n=3,112）

12.3%

73.6%

2.9%

19.2%

公共施設のLED照明の導入に向けた目標設定を行っている

公共施設の一部にLED照明を導入している

すべての公共施設で100%LED照明化を実現している

公共施設のLED照明の導入に向けた検討はしていない

*複数選択が可能な設問のため、各回答の合計は100%にならない。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

公共施設におけるLED照明の導入状況【Q1-4(4)①】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ⑤再生可能エネルギー電力調達の推進

◼ 団体区分別にみると、人口10万人以上の市町村においては、ほぼ全団体において公共施設におけるLED照明の導入あるいは検討

を実施している。

◼ 人口1万人未満の市町村では17.5%、地方公共団体の組合では33.1%の団体が、依然として公共施設のLED照明の導入に向け

た検討を実施していない。

公共施設におけるLED照明の導入状況（団体区分別）

団体区分別

0

20

40

60

80

100

政令指定都市(n=20) 中核市(n=62) 施行時特例市(n=23) 人口10万人以上であっ

て、政令指定都市・中

核市・施行時特例市

以外の市町村(n=175)

人口3万人以上10万人

未満の市町村(n=469)

人口1万人以上3万人

未満の市町村(n=430)

人口1万人未満の市

町村(n=457)

地方公共団体の組合（一

部事務組合及び広域連

合）(n=1429)

46.8%

93.6%

0.0% 0.0%

70.0%

85.0%

0.0% 0.0%

45.2%

91.9%

0.0% 1.6%

47.8%

95.7%

0.0% 0.0%

25.1%

94.3%

0.0% 0.0%

18.1%

91.7%

0.6% 2.6%

13.7%

85.6%

都道府県(n=47)

7.2% 8.1%

76.1%

1.8%1.6%
5.9%

58.6%

5.0%

33.1%

17.5%

公共施設のLED照明の導入に向けた目標設定を行っている

公共施設の一部にLED照明を導入している

すべての公共施設で100%LED照明化を実現している

公共施設のLED照明の導入に向けた検討はしていない

*複数選択が可能な設問のため、各回答の合計は100%にならない。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

公共施設における再エネ由来電力メニューによる調達電力量【Q1-4(4)】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ⑤再生可能エネルギー電力調達の推進

0.4%

0.6% 1.5%

46.8%

60.0%

40.3%

52.2%

37.7%

28.8%

22.1%

13.6%

51.1%

30.0%

56.5%

39.1%

57.7%

67.0%

75.8%

85.8%

86.7%

2.1%都道府県(n=47)

政令指定都市(n=19)

3.2%中核市(n=62)

8.7%施行時特例市(n=23)

4.0%
人口１０万人以上で、上記以外の

市区町村(n=171)
3.4%

0.4%
人口３万人以上１０万人未満の

市区町村(n=480)

1.4%

人口１万人以上３万人未満の

市区町村(n=415)

0.4%

人口１万人未満の

市区町村(n=433)

10.2%

0.9%

地方公共団体の組合

(n=1422)

100% 80%以上100％未満 40%以上80％未満 40%未満（0%を含まない） 0%（不明含む）

0.3%

0.8%

0.6%

0.2%

0.4%

1.1%

0.9%

0.2%

0.5%

0.3%

0.6%

0.4%

1.4%

1.5%

2.1%

1.3%

1.5%

20.1%

23.5%

17.9%

15.5%

18.0%

16.9%

87.8%

77.2%

71.2%

79.8%

81.6%

80.3%

80.8%

11.5%北海道(n=281)

東北(n=356)

3.5%関東(n=742)

中部(n=481)

近畿(n=366)

中国・四国(n=384)

九州(n=462)

◼政令指定都市、施行時特例市では、50%以上の団体が再エネ由来電力メニューによる電力調達を実施。

◼地域区分別にみると、東北、関東では再エネ由来電力メニューによる電力調達実施団体割合が高い。

公共施設における再エネ由来電力メニューによる調達電力量割合

団体区分別 地域区分別
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

公共施設における再エネ由来電力メニューによる調達電力量【Q1-4(4)】

（３）政府実行計画に準じた措置の設定状況 ⑤再生可能エネルギー電力調達の推進

0.2%

0.3%

27.8%

22.4%

68.4%

76.2%

3.1%

0.5%
表明団体(n=969)

1.0%

0.1%
非表明団体(n=714)

100%

80%以上100％未満

40%以上80％未満

40%未満（0%を含まない）

0%（不明含む）

◼ ZCC表明団体においては、再エネ由来電力メニューによる電力調達実施団体割合が高く、再エネ由来電力メニューによる電力調達

への取組が積極的に行われているといえる。

公共施設における再エネ由来電力メニューによる調達電力量割合

ZCC表明有無別（基礎自治体のみ）*

自治体出資地域新電力有無別（基礎自治体のみ）

0.3%

13.8% 50.0%

24.0%

34.0%

73.9%

地域新電力あり(n=94)

1.5%

0.3%
地域新電力なし(n=1589)

*2023年10月1日時点でゼロカーボンシティ（ZCC）を表明している団体を対象としている。

なお、なお、本調査に未回答の団体は集計に含めていないため、n数は必ずしも一致しない。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

実行計画（事務事業編）の点検実施状況 【Q1-6(1)】

（４）実行計画（事務事業編）の点検実施状況

◼事務事業編を策定済みの団体における事務事業編の実施状況について、毎年一回以上の点検を実施している団

体は59.2%。未点検団体も29.6%確認される。

⚫ 人口10万人以上の規模の団体ではほぼ一年に一回以上のペースで点検している。

1,295

(59.2%)

243

(11.1%)

648

(29.6%)

97.9%

100.0%

98.4%

95.7%

92.0%

71.9%

51.5%

27.0%

55.8%

2.9%

9.7%

14.9%

17.7%

10.7%

18.4%

33.7%

55.3%

33.5%

2.1%都道府県(N=47)

0.0%

0.0%

政令指定都市(N=20)

1.6%

0.0%

中核市(N=62)

4.3%施行時特例市(N=23)

5.1%
人口10万人以上で、

上記以外の市区町村(N=175)

人口3万人以上

10万人未満の市区町村(N=462)

人口1万人以上

3万人未満の市町村(N=404)

人口1万人未満の市町村(N=378)

地方公共団体の組合(N=615)

事務事業編に関する点検実施状況 事務事業編に関する点検実施状況 【団体区分別】

[n=2,186(団体)]

一年に一回以上のペースで点検している

毎年ではないが点検している

点検していない



41

令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

実行計画（事務事業編）の推進過程における課題【Q1-6(4)】

（４）実行計画（事務事業編）の点検実施状況

◼ 実行計画推進過程における課題は、「人員が不足している」、「地球温暖化対策に関する政策的・制度的知識が不足している」、

「財源が不足している」、「温室効果ガス排出量の算定に必要な一次情報（電気使用量、燃料使用量など）の集計に手間・時間

がかかる」、「最新の技術情報や知見が不足している」と続く。

◼ 地方公共団体の区分別に見ると、大規模な団体では「財源が不足している」、特に小規模な団体や地方公共団体の組合では「人

員が不足している」「地球温暖化対策に関する政策的・制度的知識が不足している」の割合が高い。

実行計画（事務事業編）の推進過程における課題（団体区分別）【Q1-6(4)】

0

20

40

60

80

100

都道府県(N=47) 政令指定都市(N=20) 中核市(N=62) 施行時特例市(N=23) 人口10万人以上で、

上記以外の市区町

村(N=173)

人口3万人以上

10万人未満の市

区町村(N=476)

人口1万人以上3万人

未満の市町村(N=399)

人口1万人未満の市

町村(N=369)

地方公共団体の

組合(N=593)

財源が不足している

対策・施策の費用対効果が低い

人員が不足している

他の部局・課室の協力が得られにくい

地球温暖化対策に関する政策的・制度的知識が不足している

最新の技術情報や知見が不足している

温室効果ガス排出量の算定方法が分からない

温室効果ガス排出量の算定に必要な一次情報（電気使用量、燃料使用量など）が集まらない

温室効果ガス排出量の算定に必要な一次情報（電気使用量、燃料使用量など）の集計に手間・時間がかかる

有望な措置が見つからない

措置の効果を計れない（難しい）

その他

特に困っていることはない

[単位：%]
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

その他地球温暖化対策に関する事項３．

区域施策に関する事項２．

事務事業に関する事項１．
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

実行計画（区域施策編）の策定・改定状況【Q2-1(1)】

（１）実行計画（区域施策編）の策定・改定状況 ①令和5年10月1日現在の区域施策編の策定・改定状況

◼ 都道府県・市区町村において、区域施策編を策定済み、かつ計画期間中の団体は、727団体・40.7%（昨年度607団体・34.0%から120団体・6.7%

増）。

◼ 過去に一度も策定したことのない“未策定団体”の割合は、1,061団体・59.3%と昨年度より減少している（昨年度1,181団体・66.1%から120団体・

6.8%減）。未策定団体においても、今後の計画策定に向けた具体的な動きが進んできているものと想定される。

51.1%

65.0%

69.4%

78.3%

54.5%

30.8%

11.9%

48.9%

35.0%

30.6%

21.7%

23.9%

15.5%

8.8%

6.9%

2.3%

1.7%

1.1%

1.0%

15.3%

35.0%

37.5%

30.9%

4.0%

16.6%

38.6%

51.7%

都道府県(N=47)

政令指定都市(N=20)

中核市(N=62)

施行時特例市(N=23)

0.0%

人口10万人以上で、上記以外の

市区町村(N=176)

人口3万人以上10万人未満の

市区町村(N=483)

2.0%
人口1万人以上3万人未満の

市町村(N=453)

2.1%7.4%人口1万人未満の市町村(N=524)

令和5年10月1日現在の区域施策編の策定・改定状況 令和5年10月1日現在の区域施策編の策定・改定状況【団体区分別】

現在、計画期間中であり、2023年10月1日以降に改定する予定がある

現在、計画期間中であり、2023年10月1日以降に改定する予定はない

既に計画期間を経過しており、2023年10月1日以降に改定する予定がある

既に計画期間を経過しているが、2023年10月1日以降に改定する予定はない

過去に一度も策定したことがないが、2023年10月1日以降に策定する予定がある

過去に一度も策定したことがなく、2023年10月1日以降も策定する予定はない

28.5%

(509)

37.6%

(672)

1.2% (21)

2.5%

(44)

6.5%

(117)

23.8%

(425)

令和4年度調査

(n=1,788)

29.8%

(533)

29.5%

(528)

0.7% (12)

1.8%

(32)

13.8%

(247)

24.4%

(436)

令和5年度調査

(n=1,788)

*令和4年度調査においては、2022年12月1日時点の回答

*施行状況調査に対し未提出の団体については、昨年度の回答内容から策定状況を引用。うち、改訂・策定を2021年度あるいは2022年度に予定していた団体に対しては更新状況を確

認した。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

区域施策編の公表状況【Q2-1(2)】

（１）実行計画（区域施策編）の策定・改定状況 ②区域施策編の公表状況

◼都道府県・市区町村において、区域施策編を策定済みの団体のうち、当該計画をwebサイトで公表している団体

は92.3%、webサイト以外にて公表している団体は0.7%で、7.0%の団体は公表に至っていない。

◼施行時特例市以上の団体は公表率100%。

webサイトで公表している

92.3%

webサイトでは公表していないが、その他の方法で公表している

0.7%

公表していない

7.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

98.6%

97.8%

82.1%

65.1%

1.9%
16.0%

31.3%

都道府県(N=47)

政令指定都市(N=20)

中核市(N=62)

施行時特例市(N=23)

人口10万人以上で、上記以外の市区町村(N=141)

人口3万人以上10万人未満の市区町村(N=228)

人口1万人以上3万人未満の市町村(N=106)

3.6%人口1万人未満の市町村(N=83)

1.4%

2.2%

[n=710 (団体)]

策定した実行計画（区域施策編）の公表状況 策定した実行計画（区域施策編）の公表状況【団体区分別】

webサイトで公表している

webサイトでは公表していないが、その他の方法で公表している

公表していない
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

区域施策編が未策定又は計画期間を過ぎていても未改定の理由【Q2-1(3)】

（１）実行計画（区域施策編）の策定・改定状況 ③区域施策編の策定・改定の障壁・課題

◼ 策定義務のない団体のうち、区域施策編を未策定・未改定の理由としては、「計画を策定・改定するための人員が不足しているた

め」が最も多く、 「対策・施策の実行におけるノウハウが不足しているため」、「地球温暖化対策に関する専門的知識が不足している

ため」、「計画に盛り込む対策の予算等の確保が難しいため」と続く。

区域施策編が未策定又は計画期間を過ぎていても未改定の理由【Q2-1(3)】

計画を策定・改定するための人員・体制が不足しているため

対策・施策の実行におけるノウハウが不足しているため

地球温暖化対策に関する専門知識が不足しているため

計画に盛り込む対策・施策の予算等の確保が難しいため

他の業務と比較して優先度が低いため

周辺の団体も未策定であるため

地域の事業者と協力体制を作れていないため（地域の連携協定・循環型経済の構築・利害関係の調整等）

他の部局・課室の協力が得られないため

地域住民の反対が予想され（既に起きており）、地域の合意形成ができない

その他

84.6%

64.2%

10.7%

56.3%

23.5%

21.1%

8.4%

12.2%

65.3%

2.3%
[単位：%]

[n=1,008 (団体)]
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

区域施策編が未策定又は計画期間を過ぎていても未改定の理由【Q2-1(3)】

（１）実行計画（区域施策編）の策定・改定状況 ③区域施策編の策定・改定の障壁・課題

◼人口規模が小さくなるほど、「人員・体制が不足しているため」、「地球温暖化対策に関する専門的知識が不足して

いるため」、「他の部局・課室の協力が得られにくいため」、「対策・施策の実行におけるノウハウが不足しているため」を

選択する割合が高くなる傾向が見られる。

区域施策編が未策定又は計画期間を過ぎていても未改定の理由【団体区分別】

0

20

40

60

80

100

人口10万人以上であって、上記

２～４以外の市町村(n=34)

人口3万人以上10万人未満の市町村(n=249) 人口1万人以上3万人未満の市町村(n=336) 人口1万人未満の市町村(n=397)

計画を策定・改定するための人員・体制が不足しているため

計画に盛り込む対策・施策の予算等の確保が難しいため

地球温暖化対策に関する専門知識が不足しているため

対策・施策の実行におけるノウハウが不足しているため

他の業務と比較して優先度が低いため

他の部局・課室の協力が得られないため

地域の事業者と協力体制を作れていないため（地域の連携協定・循環型経済の構築・利害関係の調整等）

地域住民の反対が予想され（既に起きており）、地域の合意形成ができない

周辺の団体も未策定であるため

その他

[単位：%]
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

実行計画（区域施策編）における再生可能エネルギー導入量目標【Q2-2(2)】

（２）実行計画（区域施策編）における再エネ導入に係る目標設定状況

◼ 実行計画（区域施策編）において再エネ導入量に係る目標を設定している団体は42.2%で、昨年度22.0%より20.2%増。

⚫ 区分別にみると、都道府県で89.4%、政令指定都市で80.0%、中核市で61.3%、施行時特例市で52.2%。

◼ 目標年度としては「2030年度」が最も多く、「2025年度」と続く。

89.4%

80.0%

61.3%

52.2%

40.1%

32.1%

40.7%

25.3%

20.0%

38.7%

47.8%

59.9%

67.9%

59.3%

74.7%

10.6%都道府県(N=47)

政令指定都市(N=20)

中核市(N=62)

施行時特例市(N=23)

人口10万人以上で、

上記以外の市区町村(N=142)

人口3万人以上10万人

未満の市区町村(N=234)

人口1万人以上3万人

未満の市町村(N=108)

人口1万人未満の市町村

(N=91)

設定している 設定していない

区域における再エネ

導入量目標設定状況

区域における再エネ導入量目標

設定状況【団体区分別】

2013

2020

2021

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2050

0.4%

1.4%

0.4%

1.8%

2.1%

8.2%

3.9%

2.9%

0.7%

0.7%

73.2%

2.1%

1.1%

1.1%

区域における再エネ導入量目標

設定年度

[単位：%]

[n=280(団体)*]

*具体的な目標値の設定は無く、目標年度のみ設定して

いる団体の回答も含む

令和4年度調査

(n=596)

令和5年度調査

(n=727)

78.0% (465)22.0% (131)

57.8% (420)42.2% (307)

設定している 設定していない
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

実行計画（区域施策編）の策定・改定状況【Q2-1(1)】

（１）実行計画（区域施策編）の策定・改定状況 ①令和5年10月1日現在の区域施策編の策定・改定状況

◼全団体とZCC表明団体とを比較すると、ZCC表明をしている団体ほど未策定の割合が低く、未策定でも策定予定

である割合が高い。

令和5年10月1日現在の区域施策編の策定・改定状況

24.4%

36.3%

13.8%

20.6%

29.5%

29.5%

29.8%

11.2%

0.7%

1.8%

全体(N=1788)

0.3%

2.0%

ZZC表明団体(N=969)

現在、計画期間中であり、2023年10月1日以降に改定する予定がある

現在、計画期間中であり、2023年10月1日以降に改定する予定はない

既に計画期間を経過しており、2023年10月1日以降に改定する予定がある

既に計画期間を経過しているが、2023年10月1日以降に改定する予定はない

過去に一度も策定したことがないが、2023年10月1日以降に策定する予定がある

過去に一度も策定したことがなく、2023年10月1日以降も策定する予定はない

*2023年10月1日時点でゼロカーボンシティ（ZCC）を表明している団体を対象としている。

なお、本調査に未回答の団体は集計に含めていないため、n数は必ずしも一致しない。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

区域施策編の進捗管理の仕組み【Q2-3】

（３）実行計画（区域施策編）の進捗管理の仕組み

◼区域施策編策定済団体における、区域施策編の進捗管理を協議・審議する場としては「環境審議会」、「関係各

課等で組織される庁内組織」が多い。

0

20

40

60

80

100

都道府県(N=47) 政令指定都市(N=20) 中核市(N=62) 施行時特例市(N=23) 人口10万人以上で、上記

以外の市区町村(N=142)

人口3万人以上10万人

未満の市区町村(N=232)

人口1万人以上3万人

未満の市町村(N=108)

人口1万人未満の

市町村(N=89)

地球温暖化対策推進法第22条第1項に基づく地方公共団体実行計画協議会

地球温暖化対策推進法第40条第1項に基づく地球温暖化対策地域協議会

地方公共団体独自の環境審議会

関係各課等で構成される庁内組織

その他

協議・審議する場はない

区域施策編の進捗管理を協議・審議する場【団体区分別】
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

区域の再生可能エネルギー等の導入拡大・活用促進と省エネルギーに関する取組実施状況【Q2-4(1)①】

（４）区域における脱炭素化に向けた取組状況 ①区域の再生可能エネルギー等の導入拡大・活用促進と省エネルギーに関する取組

◼ 区域の再エネ等の導入拡大・活用促進と省エネルギーに向けて実施している事業者向けの取組としては、

環境教育に係る取組や国民運動の推進といった意識啓発に資する取組や、設備設置のための自治体独自の補助金や

EV/PHEV/FCV導入に向けた協定締結等が確認される。

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB)、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH)の導入のための自治体独自の補助金制度を有している

地域金融機関等と連携した再生可能エネルギー事業の出資や低利融資等金融上の支援を行っている

再生可能エネルギー利用促進のため、需要家（企業等）とPPA事業者のマッチング支援を実施している

地域エネルギー事業の促進のため、地域内のエネルギー事業者の事業に関与している

再生可能エネルギー利用促進のため、自治体が再エネ電気・設備調達の共同購入やリバースオークションの取組をコーディネートしている

再生可能エネルギー施設に係る自治体独自の固定資産税減免措置を導入している

再生可能エネルギー利用促進のための「再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ」等の導入ポテンシャルに関する情報提供を行っている

再生可能エネルギーの事業化促進のための人材育成を行っている

住宅・建築物における省エネ改修や省エネ機器等の導入のための自治体独自の補助制度を有している

電動車（EV、FCV、PHEV、HV）及び充電設備等の導入のための自治体独自の補助金制度を有している

環境配慮行動に対して地域で利用できるポイントを付与する取組を行っている

住宅・建築物の省エネ性能向上のための取組（自治体の独自基準の設定や省エネ改修アドバイザーの登録制度など）

事業者と自治体の間での災害時にEV/PHEV/FCVを搬入し給電を支援する協定の締結

環境教育に係る取組を行っている（小中学校への出前講座や市民向けの講座等）

国民運動の推進を行っている

脱炭素に関する普及啓発のための人材の任命や登録制度を行っている

地元事業者、地域金融機関等を対象とするマッチングイベントを実施している

地元事業者、地域金融機関に対し先行事例の経験や他地域の事例に係る知見等の提供を行っている

カーシェアリングの推進に関する取組を行っている（公用車のカーシェアリング等）

地域交通（バス、タクシー等）の電動化を行っている

電動車（EV、FCV、PHEV、HV）の公共充電インフラ整備を進めている

代替フロン等４ガスに関する対策・施策（普及啓発、事業者への指導等）を行っている

温室効果ガス排出量報告制度や地球温暖化対策計画書制度を整備・運用している

クレジット制度を導入している

その他

16.2%

2.6%

4.0%

2.0%

5.6%

2.0%

2.6%

3.3%

1.9%

10.5%

10.4%

1.2%

3.0%

13.8%

再生可能エネルギー導入・設置のための自治体独自の補助金制度を有している

28.1%

3.8%

1.2%

5.0%

4.3%

37.6%

9.0%

2.8%

3.6%

3.3%

1.0%

4.7%

区域の再エネ等の導入拡大・活用促進と省エネルギーに関する取組実施状況＜事業者向け＞【Q2-4(1)①】

[単位：%]

[n=1.683]
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

区域の再生可能エネルギー等の導入拡大・活用促進と省エネルギーに関する取組実施状況【Q2-4(1)①】

（４）区域における脱炭素化に向けた取組状況 ①区域の再生可能エネルギー等の導入拡大・活用促進と省エネルギーに関する取組

◼ 区域の再エネ等の導入拡大・活用促進と省エネルギーに向けて実施している個人向けの取組としては、

設備設置のための自治体独自の補助金や、省エネ改修や省エネ機器導入のための補助制度、EV/PHEV/FCV導入に向けた

協定締結等が確認される。

再生可能エネルギー導入・設置のための自治体独自の補助金制度を有している

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB)、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH)の導入のための自治体独自の補助金制度を有している

地域金融機関等と連携した再生可能エネルギー事業の出資や低利融資等金融上の支援を行っている

住宅・建築物における省エネ改修や省エネ機器等の導入のための自治体独自の補助制度を有している

電動車（EV、FCV、PHEV、HV）及び充電設備等の導入のための自治体独自の補助金制度を有している

環境配慮行動に対して地域で利用できるポイントを付与する取組を行っている

代替フロン等４ガスに関する対策・施策（普及啓発、事業者への指導等）を行っている

クレジット制度を導入している

その他

40.0%

10.2%

1.3%

27.8%

18.8%

5.3%

0.5%

1.4%

1.2%

区域の再エネ等の導入拡大・活用促進と省エネルギーに関する取組実施状況＜個人向け＞【Q2-4(1)①】

[単位：%]

[n=1.683]
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

区域の再生可能エネルギー等の導入拡大・活用促進と省エネルギーに関する取組実施状況【Q2-4(1)】

（４）区域における脱炭素化に向けた取組状況 ①区域の再生可能エネルギー等の導入拡大・活用促進と省エネルギーに関する取組

◼ 再エネ導入・設置のための自治体独自の補助金制度の導入状況についてみると、事業者向けでは273団体（令和4年度調査では221団体）、個人向

けでは673団体（同591団体）と導入団体が大きく増加している。

◼ 同様に、住宅・建築物における省エネ改修や省エネ機器等の導入や電動者及び充電設備、ZEB/ZEH導入に係る自治体独自の補助金制度を導入する

団体も増加傾向にある。

再エネ導入・設置のための自治体独自の補助金制度に係る取組実施状況 【Q2-4(1)】

事業者向け* 個人向け**

221

138 136

42

273

175 177

44

再生可能エネ

ルギー設備の

導入・設置

電動車（EV、FCV、

PHEV、HV）及び

充電設備等

住宅・建築物における

省エネ改修や省エネ

機器等の導入

ネット・ゼロ・エネル

ギー・ビル（ZEB)、

ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス（ZEH)

の導入令和4年度調査結果(n=739)

令和5年度調査結果(n=871)

591

386

236

128

673

468

317

172

再生可能エネ

ルギー設備の

導入・設置

住宅・建築物における

省エネ改修や省エネ

機器等の導入

電動車（EV、FCV、

PHEV、HV）及び

充電設備等

ネット・ゼロ・エネル

ギー・ビル（ZEB)、

ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス（ZEH)

の導入令和4年度調査結果(n=782)

令和5年度調査結果(n=868)

*n数は、Q2-4(1)①において、事業者向けの取組いずれかに「有」と回答した団体 **n数は、Q2-4(1)①において、個人向けの取組いずれかに「有」と回答した団体
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

温室効果ガス排出量の算定や対策・施策の効果の把握状況【Q2-5(1)】

（５）実行計画（区域施策編）の点検実施状況 ①区域施策編の点検実施状況

◼地方公共団体の区分別に見ると、施行時特例市より人口規模が大きい団体では90%以上が「毎年実施してい

る。」と回答している。一方、それ以外の市区町村では、人口規模が小さくなるほど、「毎年実施している。」と回答し

た団体の割合は低下し、人口3万人未満の小規模団体では20%未満に留まる。

50.3%

100.0%

100.0%

96.8%

91.3%

63.1%

40.4%

18.9%

9.6%

4.9%

5.7%

5.3%

6.6%

7.2%

37.3%

29.8%

49.1%

58.5%

56.6%

7.5%

5.3%

16.0%

26.5%

全体(N=710)

都道府県(N=47)

政令指定都市(N=20)

1.6%
1.6%

中核市(N=62)

4.3%施行時特例市(N=23)

1.4%人口10万人以上で、上記以外の市区町村(N=141)

人口3万人以上10万人未満の市区町村(N=228)

人口1万人以上3万人未満の市町村(N=106)

人口1万人未満の市町村(N=83)

毎年実施している

毎年ではないが、定期的に実施している

今後実施することを予定している

実施しておらず、今後実施する予定もない

温室効果ガス排出量の算定や対策・施策の効果の把握状況
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

区域施策編の進捗評価結果の公表状況【Q2-5(2)】

（５）実行計画（区域施策編）の点検実施状況 ②区域施策編の進捗評価結果の公表状況

79.1%

100.0%

100.0%

96.7%

100.0%

72.2%

74.0%

44.4%

21.4%

8.2%

14.8%

21.4%

16.3%

19.6%

23.1%

40.7%

57.1%

4.6%全体(N=392)

都道府県(N=47)

政令指定都市(N=20)

3.3%中核市(N=61)

施行時特例市(N=22)

人口10万人以上で、上記以外の市区町村(N=97)

2.9%人口3万人以上10万人未満の市区町村(N=104)

人口1万人以上3万人未満の市町村(N=27)

人口1万人未満の市町村(N=14)

webサイトで公表している

webサイトでは公表していないが、その他の方法で公表している

公表していない

区域施策編の策定済・点検済団体における進捗評価結果の公表状況

◼区域施策編を策定済、かつ点検実施済団体における進捗評価結果の公表状況について地方公共団体の区分別

に見ると、施行時特例市より人口規模が大きい団体では95%以上が「webサイトで公表している」と回答。
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

区域施策編の推進過程における課題【Q2-5(3)】

（５）実行計画（区域施策編）の点検実施状況 ③区域施策編の推進過程における課題

◼地方公共団体の区分別に見ると、都道府県や人口10万人以上の大規模団体では財源不足に加え、対策・施策

の効果計測や住民への普及啓発に課題意識を有している。人口10万人未満の小規模団体では財源不足に加え、

人的リソース不足や有望な対策施策とその効果計測、政策的・制度的知識、技術情報・知見の不足が障壁・課

題となっている傾向にある。

実行計画（区域施策編）の推進過程における課題【団体区分別】

0

20

40

60

80

100

都道府県(N=47) 政令指定都市(N=20) 中核市(N=62) 施行時特例市(N=23) 人口10万人以上で、上記

以外の市区町村(N=142)

人口3万人以上10万人

未満の市区町村(N=232)

人口1万人以上3万人

未満の市町村(N=108)

人口1万人未満の

市町村(N=89)

財源が不足している

対策・施策の費用対効果が低い

人員が不足している

他の部局・課室の協力が得られにくい

事業者の理解や協力が得られにくい

住民に対する普及啓発が難しい

地球温暖化対策に関する政策的・制度的知識が不足している

最新の技術情報や知見が不足している

温室効果ガス排出量の算定方法が分からない（実績値が分からない）

有望な対策・施策が見つからない

対策・施策の効果を計れない（難しい）

その他

特に困っていることはない

[単位：%]
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

都道府県基準の策定状況 【Q2-6(2)①】

（６）地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項 ①都道府県基準の策定状況

◼都道府県基準の策定が完了しているのは19団体。

◼策定に向けた検討を進めている都道府県は14団体で、そのうち策定予定時期が決まっている都道府県は10団体。

40.4%

(19)

21.3%

(10)

8.5%

(4)

21.3%

(10)

8.5%

(4)

都道府県基準の策定状況

[n=47]

策定が完了している

策定に向けた検討を進めており、策定予定時期が決まっている

策定に向けた検討を開始しているが、時期は未定である

策定予定だが、まだ検討を開始していない

今後も策定する予定はない
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

都道府県基準の策定に係る障壁・課題 【Q2-6(2)②】

（６）地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項

◼ 都道府県基準を策定済みの団体においては、「人員が不足している」が最も多く、「都道府県基準の策定に必要な知識が不足して

いる」、「他の部局・課室の理解が得られにくい」と続く。

◼ 都道府県基準を未策定の団体においては、「その他」を除くと、「人員が不足している」が最も多く、「環境保全に必要な情報やその

他配慮すべき情報が不足している」、「都道府県基準の策定に必要な知識が不足している」が続く。

都道府県基準の策定に関して課題であったこと（都道府県基準を策定済：Q2-6(2)①で「1」を選択）

人員が不足している

財源が不足している

都道府県基準の策定に必要な知識が不足している

環境保全に必要な情報やその他配慮すべき情報が不足している

域内の再エネポテンシャルに関する情報が不足している

脱炭素に関する住民の理解が進んでいない

他の部局・課室の理解が得られにくい

区域内の市町村との調整ができていない

地域住民の反対が予想され（既に起きており）、地域の合意形成ができない

その他

63.2% (12)

31.6% (6)

52.6% (10)

47.4% (9)

21.1% (4)

0.0% (0)

52.6% (10)

5.3% (1)

0.0% (0)

10.5% (2)

[n=19]

都道府県基準の策定に関して課題であること（都道府県基準を未策定：Q2-6(2)①で「2～5」を選択）

人員が不足している

財源が不足している

都道府県基準の策定に必要な知識が不足している

環境保全に必要な情報やその他配慮すべき情報が不足している

域内の再エネポテンシャルに関する情報が不足している

脱炭素に関する住民の理解が進んでいない

他の部局・課室の理解が得られにくい

区域内の市町村との調整ができていない

地域住民の反対が予想され（既に起きており）、地域の合意形成ができない

その他

35.7% (10)

17.9% (5)

28.6% (8)

32.1% (9)

17.9% (5)

14.3% (4)

25.0% (7)

21.4% (6)

17.9% (5)

42.9% (12)

[n=28]
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

都道府県基準策定後に市町村が促進区域を設定するための取組支援【Q2-6(2)③】

（６）地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項 ③市町村が促進区域を設定するための取組支援

◼ 都道府県基準を策定している、または検討を進めている33団体において、実施している、または実施を検討している市町村が促進区

域を設定するための取組支援として、多い順に「市町村への説明会」「促進区域設定にかかる技術的支援」「協議会や審議会への

参加」となった。

都道府県基準策定後に市町村が促進区域を設定するための取組支援 ※都道府県基準を策定している、または策定に向けた検討を進めている都

道府県のみ

[n=33]

市町村への説明会

促進区域設定にかかる技術的支援

協議会や審議会への参加

合意形成支援

促進区域設定にかかる財政的支援

促進区域設定・地域脱炭素化促進事業計画認定にかかるガイドラインの作成

その他

63.6% (21)

39.4% (13)

33.3% (11)

12.1% (4)

6.1% (2)

6.1% (2)

9.1% (3)
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の検討状況 【Q2-6(1)①】

（６）地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項 ④市町村における設定状況

◼地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を設定、または設定に向けた検討を実施している団体は7.0%

（113/1,638団体）に留まる。一方、策定の予定がない市町村は57.0%（933/1,638団体）を占める。

1.0%

(16)

2.0%

(32)

4.0%

(65)

36.1%

(592)
57.0%

(933)

区域施策編における地域脱炭素化促進事業に関する事項の設定状況

[n=1,638(団体)]

設定が完了している

設定に向けた検討を進めており、設定予定時期が決まっている

設定に向けた検討を開始しているが、時期は未定である

設定予定だが、まだ検討を開始していない

今後も設定する予定はない
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の検討状況 【Q2-6(1)① × Q2-1(1)①】

（６）地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項 ④市町村における設定状況

◼区域施策編の改定予定別にみると、令和5年10月1日以降に策定または改定の予定がある団体は、その他の団

体と比較して、 「設定完了」「検討を開始している」 の割合が5.9%高い。「設定予定」も含めると、25.3%高い。

⚫ 区域施策編の改定に合わせて促進事業に関する事項を策定する団体が多いことが原因と推察される。

◼策定状況別にみると、計画期間中の団体は、促進事業を「設定完了」「検討を開始している」である割合が最も高

い。「設定予定」も含めると、計画期間中の団体が最も高い。

0.5%

1.6%

44.5%

25.1%

46.0%

71.3%

5.8%

3.1%

2023年10月1日

以降に策定・改定

する予定がある

1.6%

0.4%

2023年10月1日

以降に策定・改定

する予定がない

930

708

+25.3%

+5.9%

区域施策編における地域脱炭素化促進事業に関する事項の策定状況【区域施策編策定状況別】

2.6%

40.3%

33.9%

26.2%

49.9%

61.0%

66.7%

5.0%

2.2%

現在、

計画期間中である

3.4%

1.6%

0.0%

過去に一度も

策定したことがない

2.4%

4.8%

0.0%

既に計画期間を

経過している

623

973

42

区域施策編の策定状況区域施策編の改定状況

設定が完了している

設定に向けた検討を進めており、設定予定時期が決まっている

設定に向けた検討を開始しているが、時期は未定である

設定予定だが、まだ検討を開始していない

今後も設定する予定はない

[n=1,638(団体)]
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の検討を開始していない理由【Q2-6(1)④】

（６）地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項 ⑤設定に係る障壁・課題

◼全市町村において、人員・財源不足のほか、制度に関する知識の不足を障壁とする団体の割合が高い。

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の検討を開始していない理由【団体区分別】

都道府県の都道府県基準

策定後に検討を予定している

29.4%

71.7%

78.9%

74.9%

78.3%

83.5%
86.1%

29.4%

45.3% 42.1%

62.9%

69.5% 75.1%

5.9%

47.2%

42.1%

73.0%

53.3%

人員が不足している

55.0%
57.0%

51.5%

11.8%

37.7%

52.6%
40.7%

38.5%

制度の知識が不足している 財源が不足している

31.6%

35.3%

28.3%

47.4%44.7%

13.5%

環境保全に必要な情報やその他

配慮すべき情報が不足している

10.8%

5.5%

18.6%

政令指定都市

中核市

施行時特例市

その他人口１０万人以上の市区町村

人口３万人以上

１０万人未満の市区町村

人口１万人以上

３万人未満の市町村

人口１万人未満の市町村

他の部局・課室の理

解が得られにくい

脱炭素に関する住民の

理解が進んでいない

その他 地域住民の反対が予想さ

れ（既に起きており）、地

域の合意形成ができない

5.9%

47.2%

21.1%

45.5%
41.5%

42.5%

26.8%

17.6%

39.6%

10.5%

35.3%

26.3% 22.1%

5.9%

26.4%

31.6% 32.3%

20.3%18.0%
8.3%

5.9%

20.8%

21.1%

21.6%

16.2%

24.9%

20.9%

14.8%

47.1%

7.5%

10.5%

域内の再エネポテンシャルに

関する情報が不足している

2.6%

促進区域の候補と

なるエリアがない

3.9%

2.3%

5.9%
5.4%

15.8%

10.8% 8.6%

8.1%

3.5%

13.2%
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

市町村における地域脱炭素化促進事業に係る取組内容 【Q2-6(1)③】

（６）地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項 ⑥地域脱炭素化促進事業に係る取組内容

地域脱炭素化促進事業における取組の具体的検討内容（地域の脱炭素化のための取組）

地域脱炭素化促進施設から得られた電気・熱を区域の住民・事業者に供給する取組（地方公共団体出資の地域新電力との連携等）

住宅・建築物の省エネ性能等の向上

ゼロカーボン・ドライブ（再エネ電気×EV/PHEV/FCV）

EV充電設備の整備等の街づくりへの貢献

コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり

資源循環の高度化を通じた循環経済への移行

地域の森林整備などのCO₂吸収源対策

食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

地域脱炭素化促進施設を活用した環境教育プログラムの提供

バイオマス燃料の効率的な供給ルートの確保

その他

61.9%
48.7%

36.3%
36.3%

6.2%
19.5%

35.4%
14.2%

16.8%
12.4%

15.0%

[n=113(団体)]

地域脱炭素化促進事業における取組の具体的検討内容（地域の環境の保全のための取組）
希少な動物の生息環境保全のための取組

希少な植物の生育環境保全のための取組

景観への影響をなくす・最小限に留めるための取組

騒音による住居等への影響に配慮した取組

反射光の影響をなくす・最小限に留めるための取組

既存の温泉等への影響を生じさせないための取組

工事着手後・施設稼働中における継続的な環境モニタリングの実施

その他

24.8%

26.5%

33.6%

21.2%

22.1%

5.3%

5.3%

10.6%

地域脱炭素化促進事業における取組の具体的検討内容（地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組）
域内への安価な再エネの供給や域内での経済循環を推進する取組

地元の雇用創出や保守点検等の再エネ事業にかかる地域の人材育成や技術の共有、教育プログラムの提供等を行う取組

地元の事業者・地域金融機関などの事業主体・ファイナンス主体としての参画を行う取組

再エネの導入とセットでデータセンター等の産業を誘致する取組

再エネの非常時の災害用電源としての活用や、EVシェアリング、グリーンスローモビリティの導入・活用など他の政策分野の課題解決にも活かす取組

再エネ事業に伴う発電余熱の施設園芸への活用や、燃焼残渣物の有機肥料としての活用等の取組

収益等を活用して高齢者の見守りサービスや移動支援等の取組

耕作放棄地・荒廃農地の活用による獣害対策

市町村における地域活動等の支援

その他

38.1%
28.3%

15.9%
2.7%

43.4%
8.0%

2.7%
10.6%

14.2%
8.8%
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を設定または検討の際に活用した合意形成手

法【Q2-6(1)⑤】

（６）地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項 ⑦設定に向けた検討体制

◼地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を設定または検討の際に活用した合意形成としては、「既存の環境

審議会等において検討」、「パブリックコメント」が多い結果となった。

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を設定または検討の際に活用した合意形成手法

地球温暖化対策推進法第22条第1項に基づく地方公共団体実行計画協議会を設置

既存の環境審議会等において検討

住民や環境保全団体等への個別ヒアリング

有識者ヒアリング

説明会

アンケート調査

パブリックコメント

勉強会、ワークショップ

普及啓発イベント

その他

14.2%

54.0%

13.3%

19.5%

13.3%

20.4%

42.5%

16.8%

8.8%

11.5%
[n=113(団体)]
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項の設定における協議会等の構成員

【Q2-6(1)⑥】

（６）地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項 ⑦設定に向けた検討体制

地域脱炭素化促進事業に関する事項の策定における協議会等の構成員

有識者（自然環境、生活環境、気候変動等）

産業団体（農林漁業、観光等）

住民団体

地方公共団体内の関係部局（許可権者等を含む）

関係地方公共団体（許可権者等を含む）

環境保全団体

国等の関係機関（地方環境事務所等）（許可権者等を含む）

金融機関

再エネ事業者団体

地域脱炭素化促進事業者

その他

86.5%

68.9%

64.9%

50.0%

37.8%

33.8%

31.1%

24.3%

16.2%

6.8%

23.0%

◼温対法に基づく協議会を設置又は既存の環境審議会等において地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を

検討している団体のうち、

86.5%（64/74団体）が有識者を、68.9%（51/74団体）が産業団体を、64.9%（48/74団体）が住民団体を

構成員としている。

[n=74(団体)]
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

その他地球温暖化対策に関する事項３．

区域施策に関する事項２．

事務事業に関する事項１．
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

「再生可能エネルギー利用の促進」に向けた条例制定状況 【Q3-2(1),(2)】

（１）「再生可能エネルギー利用の促進」に向けた条例制定状況

◼ 「再エネ利用の促進」に向けた条例を「制定している」と回答した団体は、都道府県・政令指定都市では約50%を

占めたが、それ以外の団体では20%前後またはそれ以下となった。

◼ 「再エネ利用の促進」に向けた条例の内容としては、「その他」を除くと、「地域の大学・研究機関・事業者・住民等

関係機関との連携・協力の推進」が26.9%（67/249団体）と最も多い。

固定資産税の軽減、減免、課税免除

補助金の交付または貸付

再生可能エネルギー導入促進エリア等のゾーニング

再生可能エネルギー導入に向けた検討及び計画書提出の義務付け

他の地方公共団体との地域間連携・協力の推進

地域の大学・研究機関・事業者・住民等関係機関との連携・協力の推進

再エネ導入審査会の設置

再生可能エネルギー事業の認定

再生可能エネルギー事業認定制度の周知（意識啓発）

その他

具体的な規定はなし

2.0%

9.2%

0.8%

12.0%

14.1%

26.9%

3.2%

4.8%

3.6%

33.7%

19.7%

[n=249]

「再エネ利用の促進」に向けた条例制定内容【Q3-2(2)】「再エネ利用の促進」に向けた条例制定状況【Q3-2(1)】

14.8%

59.6%

50.0%

16.1%

26.1%

21.1%

12.8%

85.2%

40.4%

50.0%

83.9%

73.9%

78.9%

88.1%

87.2%

89.7%

全体

都道府県

政令指定都市

中核市

施行時特例市

人口10万人以上で、

上記以外の市区町村

11.9%
人口3万人以上10万人

未満の市区町村

人口1万人以上3万人未満

の市町村

10.3%人口1万人未満の市町村

1,683

47

20

62

23

175

469

430

457

制定している 制定していない
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

「再生可能エネルギー利用規制」に向けた条例制定状況 【Q3-2(1),(3)①】

（１）「再生可能エネルギー利用の促進」に向けた条例制定状況

◼ 「再エネ利用規制」に向けた条例を「制定している」と回答した団体は、施行時特例市では20%を上回ったが、それ

以外の団体では20%を下回った。

◼ 「再エネ利用規制」に向けた条例の内容としては、「再エネ設備導入における届出・確認制の導入」、「事前の行政

との協議、住民への説明会の義務付け」が75.7%（153/202団体）となった。

再生可能エネルギー設備の導入抑制地域の設定

再生可能エネルギー設備の導入禁止地域の設定

再生可能エネルギー設備導入における届出・確認制の導入

事業者と地方公共団体間での協定の締結

事前の行政との協議、住民への説明会の義務付け

命令に従わない場合の罰金・過料規定

その他

51.0%

17.3%

75.7%

11.9%

75.7%

8.4%

18.8%

[n=202]

「再エネ利用規制」に向けた条例制定状況【Q3-2(1)】 「再エネ利用規制」に向けた条例制定内容【Q3-2(3)①】

12.0%

19.1%

15.0%

11.3%

26.1%

13.7%

16.0%

10.2%

7.4%

88.0%

80.9%

85.0%

88.7%

73.9%

86.3%

84.0%

89.8%

92.6%

全体

都道府県

政令指定都市

中核市

施行時特例市

人口10万人以上で、

上記以外の市区町村

人口3万人以上10万人

未満の市区町村

人口1万人以上3万人未満

の市町村

人口1万人未満の市町村

1,683

47

20

62

23

175

469

430

457

制定している 制定していない
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

地域気候変動適応計画策定状況 【Q3-3(2)】

（２）地域気候変動適応計画策定状況

◼地域気候変動適応計画策定状況を地方公共団体の区分別に見ると、都道府県・政令指定都市においては

100%の団体が「既に策定している」と回答している。一方、人口10万人未満の市区町村では、「策定する予定がな

い」と回答した団体が5割～7割を占める。

◼地域気候変動適応計画を策定済または策定予定のある団体における計画の位置づけは、「実行計画（区域施

策編）の中に位置付けている」が57.1%（248/434団体）と最多である。「環境基本計画の中に位置付けている」

団体も34.3%（149/434団体）存在する。

16.6%

100.0%

100.0%

75.8%

69.6%

38.3%

13.0%

3.7%

1.3%

9.2%

8.1%

8.7%

16.6%

14.9%

7.9%

0.5%

1.6%

4.3%

1.1%

0.6%

0.2%

0.2%

54.2%

9.7%

17.4%

34.3%

53.7%

62.8%

70.0%

19.5%

4.8%

9.7%

17.7%

25.3%

25.4%

政令指定都市

中核市

0.0%

施行時特例市

人口10万人以上で、

上記以外の市区町村

人口3万人以上10万人未満の

市区町村

全体

0.0%

人口1万人以上3万人未満の

市町村

0.0%

3.1%

0.0%

人口1万人未満の市町村

1,683

47

20

62

0.0%

175

469

430

457

23

都道府県

0.0%

0.0%0.0%0.0%

57.1%

34.3%

0.2%

1.2%

1.6%

1.4%

4.1%

気候変動適応を目的とした個別の計画を策定している

実行計画（区域施策編）の中に位置付けている

環境基本計画の中に位置付けている

総合計画の中に位置付けている

その他の計画に位置付けている

上記に該当するものはない

わからない

[n=434]

地域気候変動適応計画の位置付け【Q3-3(2)④】地域気候変動適応計画策定状況【Q3-3(2)①】

既に策定している

これから策定する予定

法には基づかないが、自主的に策定している

策定する予定がない

わからない
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

気候変動影響及び適応に関する情報の収集・提供等に係る取組の実施内容 【Q3-3(4)】

（３）気候変動影響及び適応に関する情報の収集・提供等に係る取組の実施内容

◼都道府県・市区町村における気候変動影響及び適応に関する情報の収集・提供等に係る取組の実施内容につい

て、「適応策に関する情報の収集・整理」が33.8%（569/1,683団体）と最も多く、「気候変動影響に関する情報

収集・調査研究」が30.2%（508/1,683団体）と続く。「実施している取組はない」団体は55.3%（930/1,683団

体）となっている。

適応策に関する情報の収集・整理

気候変動影響に関する情報収集・調査研究

自治体HPにおける情報の掲載

ポスター、冊子、ちらし、動画等の作成、配布

一般向けのシンポジウム、講演会、研修会等の開催

適応に係る研修の実施（庁内）

センターHPにおける情報の掲載

適応策の実施支援（補助金等）

適応策に関する技術開発

その他

実施している取組はない

33.8%

30.2%

15.0%

10.3%

7.7%

4.2%

3.3%

1.8%

0.5%

1.7%

55.3%

[n=1,683(団体)]

気候変動影響及び適応に関する情報の収集・提供等に係る取組の実施内容
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令和5年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

地方独法における計画策定状況 【Q1-1(6)②】

（４）独立行政法人など公的機関における温室効果ガス排出量の削減等の取組

◼策定状況を把握していない団体が78.8％（82/104団体）を占める。

2.9%

(3)

18.3%

(19)

78.8%

(82)

地方独法における計画策定有無の把握状況

[n=104(団体)]

策定状況を把握しており、全てまたは一部の地方独法が計画を作成している 策定状況を把握しており、全ての地方独法が未作成 策定状況を把握していない

地方独法における計画策定状況【団体区分別】

4.7%

5.9%

18.6%

17.6%

21.4%

37.5%

76.7%

83.3%

76.5%

100.0%

100.0%

78.6%

62.5%

100.0%

43

12

17

2

7

14

8

1

16.7%

都道府県

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

政令指定都市

中核市

施行時特例市

人口10万人以上であって、

政令指定都市・中核市・施行時特例市以外の市区町村

人口3万人以上10万人未満の市区町村

人口1万人以上3万人未満の市区町村

人口1万人未満の市区町村

0.0%
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